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承認第８号 

南アルプス市立保育所条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認

を求めることについて 

 

 緊急執行を要したため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。 

   令和５年９月１日提出 

 

南アルプス市長  金 丸 一 元   

 

 

専決処分理由 

南アルプス市立若草保育所の移転に伴い、緊急に本条例を改正する必要が生

じたため、令和５年７月２４日専決処分したものである。 
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 専 決 処 分 書 
 

 南アルプス市立保育所条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
  令和５年７月２４日 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元   

 

 

   南アルプス市立保育所条例の一部を改正する条例 

 

 南アルプス市立保育所条例（平成１５年南アルプス市条例第１２３号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条の表中「 
南アルプス市立若草保育所 南アルプス市藤田３５番地 
」を「 
南アルプス市立若草保育所 南アルプス市寺部５９８番地１ 
」に改める。 
 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年８月７日から施行する。 
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○南アルプス市立保育所条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(名称及び位置) (名称及び位置) 
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 
南アルプス市立八田保育所 南アルプス市榎原558番地 
南アルプス市立巨摩保育所 南アルプス市飯野2912番地4 
南アルプス市立白根保育所 南アルプス市飯野1番地 
南アルプス市立百田保育所 南アルプス市百々2328番地 
南アルプス市立白根東保育

所 
南アルプス市西野1394番地 

南アルプス市立芦安保育所 南アルプス市芦安安通503番地 
南アルプス市立若草保育所 南アルプス市寺部598番地1 
南アルプス市立櫛形中央保

育所 
南アルプス市小笠原985番地9 

南アルプス市立櫛形西保育

所 
南アルプス市上市之瀬724番地 

南アルプス市立櫛形北保育

所 
南アルプス市桃園165番地8 

南アルプス市立豊保育所 南アルプス市吉田804番地 
南アルプス市立大明保育所 南アルプス市鮎沢1063番地1 

名称 位置 
南アルプス市立八田保育所 南アルプス市榎原558番地 
南アルプス市立巨摩保育所 南アルプス市飯野2912番地4 
南アルプス市立白根保育所 南アルプス市飯野1番地 
南アルプス市立百田保育所 南アルプス市百々2328番地 
南アルプス市立白根東保育

所 
南アルプス市西野1394番地 

南アルプス市立芦安保育所 南アルプス市芦安安通503番地 
南アルプス市立若草保育所 南アルプス市藤田35番地   
南アルプス市立櫛形中央保

育所 
南アルプス市小笠原985番地9 

南アルプス市立櫛形西保育

所 
南アルプス市上市之瀬724番地 

南アルプス市立櫛形北保育

所 
南アルプス市桃園165番地8 

南アルプス市立豊保育所 南アルプス市吉田804番地 
南アルプス市立大明保育所 南アルプス市鮎沢1063番地1 
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南アルプス市立落合保育所 南アルプス市落合1128番地3 
南アルプス市立南湖保育所 南アルプス市西南湖738番地 

 

南アルプス市立落合保育所 南アルプス市落合1128番地3 
南アルプス市立南湖保育所 南アルプス市西南湖738番地 
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 議案第４９号 
   南アルプス市部活動地域移行推進協議会条例の制定について 

 
 南アルプス市部活動地域移行推進協議会条例を次のように定める。 
  令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
   南アルプス市部活動地域移行推進協議会条例 
 
（設置） 

第１条 南アルプス市立中学校（以下「中学校」という。）の生徒にとって望ましい

部活動の環境構築と、中学校教職員の負担軽減を図る観点から、休日における部

活動の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、南アルプス市部

活動地域移行推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 協議会は、休日の部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項につい

て調査し、及び審議する。 
（１）休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。 
（２）地域部活動（教職員の勤務を要しない日において地域の活動として行われる

部活動をいう。）の運営方法等に関すること。 
（３）生徒、教職員、保護者及び関係団体に対する調査に関すること。 
（４）教職員の負担軽減に関すること。 
（５）前各号に掲げるもののほか、休日の部活動の段階的な地域移行に関し必要な

事項 
（組織） 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、１８人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 
（１）識見を有する者 
（２）中学校長の代表者 
（３）南アルプス市スポーツ協会の代表者 
（４）南アルプス市文化協会の代表者 
（５）中学校保護者会の代表者 
（６）中学校運動部活動顧問の代表者 
（７）中学校文化部活動顧問の代表者 
（８）南アルプス市スポーツ推進委員会の代表者 
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（９）地域スポーツクラブの代表者 
（１０）前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 
（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から当該年度の末日までとす

る。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 
３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意

見又は説明を聴くことができる。 
（専門部会） 

第８条 会長は、特に必要があると認めるときは、専門的事項を検討するため、協

議会に専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 
２ 部会は、会長が指名する委員をもって構成し、部会長は、部会の委員の互選に

よりこれを定める。 
３ 部会長は、部会の事務を掌理する。 
４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を

代理する。 
５ 部会長は、部会における検討の経過及びその結果を会長に報告しなければなら

ない。 
（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 
（委任） 

第 １０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って定める。 
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附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
（招集の特例） 

２ この条例による最初の会議及び任期満了後における最初の会議は、第６条第１

項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。 
 
提案理由  
南アルプス市立中学校における休日の部活動について、その段階的な地域移行に

向けた課題に総合的に取り組むための協議会を設置する必要があることから、本条

例を制定したいので、この案を提出するものである。 
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 議案第５０号 
   南アルプス市職員給与条例の一部改正について 

 
 南アルプス市職員給与条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
  令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
   南アルプス市職員給与条例の一部を改正する条例 
 
南アルプス市職員給与条例（平成１５年南アルプス市条例第５２号）の一部を次

のように改正する。 
 
第２条第１項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフ

ルエンザ等対策派遣手当」に改める。 
第１５条の２第１項中「第４４条」を「第２６条の８」に改める。 

 
 

附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 
 
提案理由  
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律附則第

３条に掲げる規定の施行による地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正等に

伴い、本条例を改正したいので、この案を提出するものである。 
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○南アルプス市職員給与条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(給与の種類) (給与の種類) 
第2条 この条例において、「給与」とは、給料、管理職手当、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、

災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理

職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。 

第2条 この条例において、「給与」とは、給料、管理職手当、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、

災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフル

エンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理

職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。 
2 （略） 2 （略） 

(災害派遣手当) (災害派遣手当) 
第15条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律

第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154
条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法

律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大

規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第
56条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧の

ため市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区

域に滞在することを要するものに対して支給する。 

第15条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律

第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154
条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法

律第31号)第44条   において準用する場合を含む。)又は大

規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第
56条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧の

ため市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区

域に滞在することを要するものに対して支給する。 
2・3 （略） 2・3 （略） 
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 議案第５１号 
   南アルプス市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の一

部改正について 
 

 南アルプス市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 
  令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
   南アルプス市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の一

部を改正する条例 
 
南アルプス市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例（平成２

６年南アルプス市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 
 
第３条の表中「 

都市計画法第８条第１項第１号

の用途地域の定めのない区域（以

下「第４種区域」という。） 

１００分の１０以上  １００分の１５以上 

」を「 
都市計画法第８条第１項第１号

の用途地域の定めのない区域（以

下「第４種区域」という。） 

１００分の５以上  １００分の１０以上 

」に改める。 
第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条を第５条とし、第７条を第６条とす

る。 
附則第２項中「第３種区域にあっては「０．０５」と、第２種区域及び第４種区

域にあっては「０．１」」を「第２種区域にあっては「０．１」と、第３種区域及び

第４種区域にあっては「０．０５」」に、「第３種区域にあっては「０．１」と、第

２種区域及び第４種区域にあっては「０．１５」」を「第２種区域にあっては「０．

１５」と、第３種区域及び第４種区域にあっては「０．１」」に改める。 
 
 

附 則 
（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 
（南アルプス市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の廃止） 
２ 南アルプス市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す

る法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例（平成２０年南アルプス市

条例第１５号）は、廃止する。 
 
 
提案理由  
工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第４条の２第１項の規定に基づき、本市

の条例に定める特定工場の敷地面積に対する緑地及び環境施設の面積率を緩和する

ことにより、既存工場の新たな設備投資及び新規企業の参入の促進並びに地域経済

牽引事業に基づく施策との整理を図るため、本条例を改正したいので、この案を提

出するものである。 
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○南アルプス市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する

割合) 
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する

割合) 
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域に

おける緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対

する割合は、次の表のとおりとする。 

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域に

おける緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対

する割合は、次の表のとおりとする。 
区域 緑地の面積の敷地

面積に対する割合 
環境施設の面積の

敷地面積に対する

割合 
都市計画法(昭和43年
法律第100号)第8条第

1項第1号の準工業地

域に定める区域(以下

「第2種区域」という。)

100分の10以上 100分の15以上 

都市計画法第8条第1
項第1号の工業地域及

び工業専用地域に定め

る区域(以下「第3種区

域」という。) 

100分の5以上 100分の10以上 

都市計画法第8条第1 100分の5以上  100分の10以上 

区域 緑地の面積の敷地

面積に対する割合 
環境施設の面積の

敷地面積に対する

割合 
都市計画法(昭和43年
法律第100号)第8条第

1項第1号の準工業地

域に定める区域(以下

「第2種区域」という。)

100分の10以上 100分の15以上 

都市計画法第8条第1
項第1号の工業地域及

び工業専用地域に定め

る区域(以下「第3種区

域」という。) 

100分の5以上 100分の10以上 

都市計画法第8条第1 100分の10以上 100分の15以上 
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項第1号の用途地域の

定めのない区域(以下

「第4種区域」という。)
 

項第1号の用途地域の

定めのない区域(以下

「第4種区域」という。)
 

 (適用除外) 
第4条 前条の規定は、南アルプス市地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1
項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年南アルプス

市条例第15号)の規定の適用を受ける区域には、適用しな

い。 
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法) (緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法) 

第4条 （略） 第5条 （略） 
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用) (敷地が2以上の区域にわたる場合の適用) 

第5条 （略） 第6条 （略） 
(本市に隣接する地方公共団体の長との協議) (本市に隣接する地方公共団体の長との協議) 

第6条 （略） 第7条 （略） 
附 則 附 則 

(経過措置) (経過措置) 
2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置の

ための工事が行われている特定工場において、生産施設の

面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が
行われているときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境

施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置の

ための工事が行われている特定工場において、生産施設の

面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が
行われているときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境

施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵
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省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。

以下「法準則」という。)(備考)1の二及び三並びに(備考)3
の規定による。この場合において、法準則(備考)1の二中「0.
2」とあるのは、第2種区域にあっては「0.1」と、第3種区

域及び第4種区域にあっては「0.05」と、法準則(備考)1の
三中「0.25」とあるのは、第2種区域にあっては「0.15」と、

第3種区域及び第4種区域にあっては「0.1」と、法準則(備
考)3の一中「0.2」とあるのは、第2種区域にあっては「0.
1」と、第3種区域及び第4種区域にあっては「0.05」と、

法準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは、第2種区域にあ

っては「0.15」と、第3種区域及び第4種区域にあっては「0.
1」と読み替えるものとする。 

省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。

以下「法準則」という。)(備考)1の二及び三並びに(備考)3
の規定による。この場合において、法準則(備考)1の二中「0.
2」とあるのは、第3種区域にあっては「0.05」と、第2種
区域及び第4種区域にあっては「0.1」と、法準則(備考)1の
三中「0.25」とあるのは、第3種区域にあっては「0.1」と、

第2種区域及び第4種区域にあっては「0.15」と、法準則(備
考)3の一中「0.2」とあるのは、第3種区域にあっては「0.
05」と、第2種区域及び第4種区域にあっては「0.1」と、

法準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは、第3種区域にあ

っては「0.1」と、第2種区域及び第4種区域にあっては「0.
15」と読み替えるものとする。 
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議案第５９号 
   財産の取得（情報系仮想基盤サーバ機器）について 
 
 情報系仮想基盤サーバ機器一式の購入として、次のとおり財産を取得するものと

する。 
  令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
 １ 品  名  情報系仮想基盤サーバ機器 
 ２ 購入方法  一般競争入札 
 ３ 購入金額  金３９，９００，３００円 
         （うち消費税 金３，６２７，３００円） 
 ４ 購 入 先  住 所 山梨県甲府市湯田１丁目１３番２号 
         名 称 株式会社 ＹＳＫｅ-ｃｏｍ 
         代表者 代表取締役 浅川 順 
 ５ 納入期限  令和５年１２月２８日まで 
 
 
提案理由 
 この財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例（平成１５年南アルプス市条例第５５号）第３条の規定により議会の議決を必

要とするので、この案を提出するものである。 
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議案第６０号 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、市道路線

を次のとおり認定したいので、議会の議決を求める。 

令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元 
 

認定路線                        （単位：ｍ） 

整
理
番
号 

路線名 

起 点 

延長 

最小幅員 

適要 

終 点 最大幅員 

1 八田 233 号線 
六科字門脇 1353 番 6 地先 

73.87 
6.00 八田 

地区 六科字門脇 1368 番地先 11.40 

2 八田 234 号線 
野牛島字西ノ神 2647 番 1 地先 

68.80 
6.00 八田 

地区 野牛島字西ノ神 2629 番 8 地先 10.80 

3 百田 142 号線 
上八田字小六科 232 番 9地先 

38.52 
6.00 白根 

地区 上八田字小六科 232 番 8地先 11.50 

4 西野 111 号線 
西野字南原 2558 番 1 地先 

58.80 
6.10 白根 

地区 西野字南原 2564 番 4 地先 10.70 

5 西野 112 号線 
西野字西原 1999 番 16 地先 

56.00 
4.00 白根 

地区 西野字西原 2017 番 4 地先 9.90 

6 今諏訪 98号線 
上今諏訪字中河原 850 番 10 地先 

90.44 
6.00 白根 

地区 上今諏訪字中河原 850 番 17 地先 12.50 

7 下宮地 26号線 
下宮地字三輪西 541 番 1地先 

64.69 
6.00 甲西 

地区 下宮地字三輪西 543 番 1地先 8.70 

 

 

提案理由 

整理番号１から４及び７は開発行為の寄附に伴い、５は農道から編入し、６

は企業誘致推進事業に伴い新たに路線を認定したいので、道路法第８条第２項

の規定に基づき、この案を提出するものである。 
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議案第６１号 

市道路線の変更について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、市道路線

を次のとおり変更したいので、議会の議決を求める。 

令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

変更路線                        （単位：ｍ） 

整
理
番
号 

路線名 

新

旧

別 

起 点 

延長 

最小幅員 

適要 

終 点 最大幅員 

1 若草 53 号線 

旧 
鏡中條字新地 4690 番 33 地先 

946.40 
3.00 

若草

地区 

鏡中條字上河原 4192 番 1地先 29.30 

新 
鏡中條字新地 4672 番地先 

468.60 
6.60 

鏡中條字上河原 4192 番 1地先 29.30 

2 若草 2 級 7 号線 

旧 
寺部字村附 2180 番 7 地先 

426.00 
3.71 

若草

地区 

寺部字村附 2335 番 9 地先 12.27 

新 
寺部字村附 2180 番 7 地先 

196.00 
3.71 

寺部字村附 2199 番 2 地先 6.69 

3 若草 374 号線 

旧 
寺部字村附 2406 番 3 地先 

878.10 
3.58 

若草

地区 

寺部字村附 1776 番 2 地先 12.23 

新 
寺部字村附 2404 番 1 地先 

863.50 
3.58 

寺部字村附 1776 番 2 地先 11.78 

 

 

提案理由 

整理番号１は路線の見直しにより、２及び３は南アルプス市 IC 新産業拠点整

備事業に伴い路線を変更したいので、道路法第１０条第３項の規定に基づき、こ

の案を提出するものである。 
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議案第６２号 
   令和４年度南アルプス市水道事業会計利益剰余金の処分について 
 
 令和４年度南アルプス市水道事業会計において生じた未処分利益剰余金について

は、令和４年度南アルプス市水道事業会計剰余金処分計算書のとおり処分する。 
令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
 
提案理由 
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により議会

の議決を経る必要があるので、この案を提出するものである。 
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同意案第９号 
   農業委員会委員の任命について 
 
 次の者を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 
令和５年９月１日提出 

      南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
 
 住  所  南アルプス市在家塚７２６番地 
 

  氏  名  中込 幸彦 （なかごみ ゆきひこ） 
 

生年月日  昭和２２年８月１７日生 
 
 
提案理由 
 農業委員会委員１名の辞任に伴い、補充委員として任命したいので、この案

を提出するものである。 
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略 歴 書 
 
 
氏  名 中込 幸彦 （なかごみ ゆきひこ） 
 
生年月日 昭和２２年８月１７日生 
 
住  所 南アルプス市在家塚７２６番地 
 
職  業 農 業 
 
経歴、農業経営等 
・平成２７年、富士工器株式会社を退職し、農業に従事する。 
・作付面積 ５０a 
・主な作目 桜桃・桃・すもも 
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認定第１号 
   令和４年度南アルプス市一般会計歳入歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市一般会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見をつけて議会の認

定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第２号 
   令和４年度南アルプス市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第３号 
   令和４年度南アルプス市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て  
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見を

つけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第４号 
   令和４年度南アルプス市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見をつけて

議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第５号 
令和４年度南アルプス市居宅介護予防支援事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市居宅介護予防支援事業特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の

意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第６号 
令和４年度南アルプス市芦安農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市芦安農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の

意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第７号 
令和４年度南アルプス市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算の認定につい   

て  
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第８号 
令和４年度南アルプス市山梨県北岳山荘管理事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市山梨県北岳山荘管理事業特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員

の意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第９号 
令和４年度南アルプス市芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出決算を、別

添監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１０号 
令和４年度南アルプス市中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計歳入歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出決

算を、別添監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１１号 
令和４年度南アルプス市高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計歳入歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出決

算を、別添監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１２号 
令和４年度南アルプス市城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計歳入歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出決算

を、別添監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１３号 
令和４年度南アルプス市雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算の認定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出決算を、

別添監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１４号 
令和４年度南アルプス市土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定   

について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４

年度南アルプス市土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見

をつけて議会の認定に付する。 
  令和５年９月１日提出 
                    南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１５号 

   令和４年度南アルプス市水道事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法(昭和２７年法律第２９２号)第３０条第４項の規定により、

令和４年度南アルプス市水道事業会計決算を、別添監査委員の意見をつけて議

会の認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                   南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１６号 

   令和４年度南アルプス市下水道事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和４年度南アルプス市下水道事業会計決算を、別添監査委員の意見をつけて

議会の認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                   南アルプス市長 金 丸 一 元   
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認定第１７号 

   令和４年度南アルプス市自動車運送事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和４年度南アルプス市自動車運送事業会計決算を、別添監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                   南アルプス市長 金 丸 一 元   
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諮問第１号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市山寺１９５番地 

 

  氏  名 齊藤 早苗 （さいとう さなえ） 

 

  生年月日 昭和２５年６月５日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   齊藤 早苗 （さいとう さなえ） 

 

生年月日   昭和２５年６月５日生 

 

住  所   南アルプス市山寺１９５番地 

 

職  業   無職 

 

公職歴等 

 昭和４６年 ４月          櫛形町役場採用 

 平成２２年 ３月          南アルプス市役所中央図書館館長退職 

 平成２４年１１月～平成２６年１０月 山梨県図書館協議会委員 

 平成２８年１１月～平成３０年１０月 山梨県社会教育委員 

 令和 元年１２月～令和 ３年１２月 山梨県子ども読書活動推進会議委員 

 平成２７年 ４月～現在       南アルプス市人権擁護委員 
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諮問第２号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市桃園７４６番地 

 

  氏  名 相原 眞樹 （あいはら まさき） 

 

  生年月日 昭和２７年５月１８日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   相原 眞樹 （あいはら まさき） 

 

生年月日   昭和２７年５月１８日生 

 

住  所   南アルプス市桃園７４６番地 

 

職  業   農業 

 

公職歴等 

 昭和５４年 ４月          山梨県立甲府工業高等学校採用 

 平成２５年 ３月          山梨県立韮崎工業高等学校校長退職 

 平成２５年 ４月～令和 ２年 ３月 山梨大学非常勤講師 

 平成２６年 ４月～令和 ２年 ９月 山梨県総合評価委員会委員 

 平成２９年 ４月～令和 ５年 ３月 南アルプス市図書館協議会委員 

 平成３０年 ４月～現在       南アルプス市人権擁護委員 

 平成３１年 ４月～令和 ２年 ３月 桃園区自治会副会長 

 令和 ２年 ４月～令和 ３年 ３月 桃園区自治会長 

 令和 ３年 ４月～令和 ５年 ３月 南アルプス市社会教育委員 
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諮問第３号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市浅原３１４番地 

 

  氏  名 浅原 としえ （あさはら としえ） 

 

  生年月日 昭和２４年２月３日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   浅原 としえ （あさはら としえ） 

 

生年月日   昭和２４年２月３日生 

 

住  所   南アルプス市浅原３１４番地 

 

職  業   無職 

 

公職歴等 

 平成２６年 ４月～平成２８年 ３月 赤十字奉仕団若草分団長 

 平成２６年 ４月～平成２８年 ６月 国土交通省河川愛護モニター 

 平成２７年 ４月～平成３１年 ３月 南アルプス市国際交流協会理事 

 平成２７年 １月～現在       南アルプス市人権擁護委員 
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諮問第４号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市鮎沢１１６４番地２ 

 

  氏  名 長田 良子 （おさだ よしこ） 

 

  生年月日 昭和２９年１１月１４日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   長田 良子 （おさだ よしこ） 

 

生年月日   昭和２９年１１月１４日生 

 

住  所   南アルプス市鮎沢１１６４番地２ 

 

職  業   無職 

 

公職歴等 

 昭和５２年 ４月          田富町立田富小学校採用 

 平成２７年 ３月          南アルプス市立櫛形西小学校退職 

 平成２７年 ４月～平成３１年 １月 南アルプス市立若草南小学校非常勤講師 

南アルプス市立八田小学校講師 

南アルプス市立櫛形西小学校非常勤講師 

                   南アルプス市立若草小学校非常勤講師 

 平成３０年 ４月～現在       南アルプス市人権擁護委員 
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諮問第５号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市六科１１６０番地２ 

 

  氏  名 名取 みち子 （なとり みちこ） 

 

  生年月日 昭和３３年１１月１１日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   名取 みち子 （なとり みちこ） 

 

生年月日   昭和３３年１１月１１日生 

 

住  所   南アルプス市六科１１６０番地２ 

 

職  業   教諭 

 

公職歴等  

 昭和５６年 ４月          白根町立飯野小学校採用 

平成３１年 ３月          南アルプス市立八田小学校退職 

 平成３１年 ４月～令和 ３年 ３月 南アルプス市立小笠原小学校再任用 

 令和 ３年 ４月～令和 ５年 ３月 南アルプス市白根飯野小学校任期更新 

 令和 ５年 ４月～現在       南アルプス市白根飯野小学校暫定再任用 
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諮問第６号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市有野３００４番地４ 

 

  氏  名 河村 徳仁 （かわむら のりひと） 

 

  生年月日 昭和３６年１２月２０日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   河村 徳仁 （かわむら のりひと） 

 

生年月日   昭和３６年１２月２０日生 

 

住  所   南アルプス市有野３００４番地４ 

 

職  業   教諭 

 

公職歴等 

昭和６１年 ４月          櫛形町立小笠原小学校採用 

令和 ３年 ４月～令和 ４年 ３月 南アルプス市校長会会長 

令和 ３年 ４月～現在       有野南自治会理事 

令和 ４年 ３月          南アルプス市立白根源小学校校長退職 

 令和 ４年 ４月～令和 ５年 ３月 南アルプス市立白根百田小学校再任用 

 令和 ４年 ４月～現在       白根源小学校評議員、学校関係者評価委員 
 令和 ４年 ４月～現在       白根御勅使中学校区小中一貫協議会委員 

 令和 ５年 ４月～現在       南アルプス市立大明小学校再任用 
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諮問第７号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市東南湖３２３８番地 

 

  氏  名 加賀美 誠司 （かがみ せいじ） 

 

  生年月日 昭和３３年８月４日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   加賀美 誠司 （かがみ せいじ） 

 

生年月日   昭和３３年８月４日生 

 

住  所   南アルプス市東南湖３２３８番地 

 

職  業   農業 

 

公職歴等 

 昭和５７年 ４月          山梨県民信用組合入社 

 平成２０年 ４月～平成２３年 ３月 県立甲府南高等学校ＰＴＡ監査委員 

 平成２３年 ４月～平成２５年 ３月 自治会 社会福祉協議会委員 

 平成２５年 ４月～平成２７年 ３月 南アルプス市社会教育委員 

 平成２９年 ４月～平成３１年 ３月 南アルプス市甲西中央公民館主事 

 平成２９年 ６月～現在       社会福祉法人裕良会評議委員 

 平成３０年 ３月          山梨県民信用組合退職 

 平成３１年 ３月          株式会社ジー・エフ・アイ入社 

令和 ２年 １月          株式会社ジー・エフ・アイ退職 

 令和 ４年 ４月～現在       南アルプス市立南湖小学校農業ボランテ

ィア 
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諮問第８号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

令和５年９月１日提出 

                  南アルプス市長 金 丸 一 元 

 

 

  住  所 南アルプス市落合１９０６番地５０ 

 

  氏  名 奥脇 智美 （おくわき ちえみ） 

 

  生年月日 昭和３４年１２月４日生 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

議会の意見を聞く必要があるので、この案を提出するものである。 
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略 歴 書 

 

 

氏  名   奥脇 智美 （おくわき ちえみ） 

 

生年月日   昭和３４年１２月４日生 

 

住  所   南アルプス市落合１９０６番地５０ 

 

職  業   無職 

 

公職歴等 

 昭和５７年 ４月          河口湖町立船津小学校採用 

令和 ２年 ３月          南アルプス市立落合小学校退職 

 令和 ２年 ４月～令和 ５年 ３月 南アルプス市立大明小学校再任用 
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